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岩手県総合計画審議会 

令和６年度第３回県民の幸福感に関する分析部会 

 

（開催日時）令和６年６月３日（月）９：30～12：00 

（開催場所）エスポワールいわて １階 小会議室 

 

１ 開 会 

２ 議 題 

 （１）分野別実感の分析について 

 （２）その他 

３ 閉 会 

 

  出席委員等 

   吉野英岐部会長、和川央副部会長、竹村祥子委員、谷藤邦基委員 

   Tee Kian Heng（ティー・キャンヘーン）委員、渡部あさみ委員 

  欠席委員等 

   広井良典オブザーバー 

 

１ 開 会 

○菊池政策企画課評価課長 それでは、皆様お集まりでございますので、３週連続の御出

席、誠にありがとうございます。ただいまより第３回県民の幸福感に関する分析部会、開

催いたします。よろしくお願いいたします。 

 本日は、竹村委員、渡部委員につきましてはリモートで御出席いただいています。よろ

しくお願いいたします。 

 なお、広井アドバイザーにつきましては御欠席となっております。 

 次に、会議の成立につきまして、委員の半数以上が御出席いただいておりますので、運

営要領第６条第２項に基づきまして、成立していることを御報告いたします。 

 議事に入る前に、資料の確認をさせていただきます。本日新たに配付しております資料

は、次第、資料１、資料２となっております。また、本日も第１回の部会資料と昨年度の

年次レポートを併せてお手元に配付しておりますので、念のため御確認をお願いいたしま

す。 

 また、この会議の公開、非公開についてでございますが、前回の部会で御了承いただき

ましたとおり、今回も非公開とさせていただきます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。運営要領第４条第４項の規定により、部会の議

長は部会長が務めることとされておりますので、以降の進行につきましては、吉野部会長、

よろしくお願いいたします。 

 

２ 議 題 

 （１）分野別実感の分析について 

○吉野英岐部会長 おはようございます。連続３回の３回目ですけれども、今日結構議題
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が多いので、どんどん進めていって、一応 11 時半を目途にして、最大 12 時までという予

定で進めていきたいと思います。 

 分野別の実感の検討が３つ残っているのと、その前に回収率の話と、それからその後に

コロナの話をしなければいけないので、大きく言うと５つ、今日協議事項があります。 

 では、早速ですけれども、前回の部会で委員から御依頼のありました回収率の推移につ

いて、資料１に基づいて御説明をお願いいたします。 

 

○吉田調査統計課主査 調査統計課の吉田でございます。資料１について説明させていた

だきます。 

 前回の会議で御指摘いただきました広域振興圏別の回収率、回答率になります。まず、

配分数（Ａ）ですけれども、選挙人名簿を基に各広域振興圏に分配した数となっておりま

す。 

 回答者数（Ｂ）ですけれども、回収した調査票に記載されております現在のお住まいを

集計したものとなっております。 

 ＢをＡで割ったものを回答率としてまとめておりまして、この表のとおりとなっており

ます。昨年、令和５年の調査と比較しますと、県北のみ 0.7％の増ということで増加して

おりますけれども、ほかの３圏域につきましてはいずれも減少となっておりまして、特に

沿岸はマイナス 4.3％ということで、今回と比べて若干大きい減少率となっているところ

でございます。 

 簡単ですけれども、以上でございます。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。６回分ですかね。ちょうど令和の分ですか

ね。平成 31 年は２月だったから、まだ平成ですけれども、回収率を調べていただきまし

た。 

 ぱっと見、令和４年から令和５年のところでずんと落ちているようにも見えるのですけ

れども、これ事務局は何か思い当たるところはあるのでしたか。 

 

○吉田調査統計課主査 やはり第１回のときでしたか、和川委員からお話があったかと思

うのですけれども、それまでは催促状という形で２回発送しておりましたけれども、郵便

の届く日数が延びて、期限までに催促状を２回出したのではちょっと集計できないという

ことで、催促状を１回にして、もう一回はリマインドという形で、出していただけました

かというふうな、リマインドのはがきを出すというふうに変更いたしました。もしかした

らそこの部分が若干影響しているのかなというふうには考えられるところでございます。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 では、和川さんから、何か見た感じで。 

 

○和川央副部会長 ありがとうございます。私も、実際そのやり方が令和５年から変わっ

たということでしたので、その影響が大きいかなと思います。 

 何が違うかというと、リマインドの場合には、出そうと思っている人は出さなければい
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けないなと思うのですけれども、出す気がない人はそもそもリマインド来ても出さないと

いうことなのですが、催促状であなたは出していませんよというふうに来ると、出そうと

思っていなかった人も、出さなければいけないなと思って出すという効果があるというこ

とを考えれば、やはり催促状とリマインドの違いというのは大きいのかなと思っておりま

して、その影響が出た可能性は少なくないのかな考えているところです。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 ティー委員はいかがですか、この結果。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 何も考えていなかったのですけれども、減った事実は出て

はあるのですけれども、極端にとか、すごい落ちたとかではないので。もちろん回収率は

高いほうがいいのですけれども、私の感覚からすると、どこかに極端に落ちたというふう

に……沿岸か。でも、それでも５割は超えているので、まだ保たれているのかなという印

象です。 

 

○吉野英岐部会長 地域別に見ると、みんな落ちているけれども、どこかでがくんとへこ

んだわけではないというふうに言えると。 

 和川委員、どうぞ。 

 

○和川央副部会長 すみません。１つだけ補足をさせてもらいたいと思います。 

 なぜ配分するときに、１回固定配分してから人口配分に層化二段でやっているのかとい

うところなのですけれども、広域振興圏別にちゃんと分析できるような精度を保とうとい

う考え方に基づき、その目安が大体 500、標本誤差が５％前後、500 ではない四百幾つなの

ですけれども、目安を 500 で、振興局 500 の確保を目安として設計を組んでいたと思いま

す。そういった意味で、沿岸、県北が 500 を切ってきているというところ、これが大幅に

切ってくると、そもそも広域振興圏別の精度が横で一致しないということが考えられるの

で、そのときには振興圏別の配分を変えるということももちろん考えられるのですけれど

も、そういった意味も含めて、やはり回収率というのは一定程度保つ必要があるかなとい

うのは、補足をしたいと思います。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 あまり下がるようだと、回収数ではなく配分数そのものを考えるということも必要かと

思います。 

 谷藤委員、いかがでしょうか。 

 

○谷藤邦基委員 私気になっているのが２つあるのですけれども、１つは去年のときも言

いましたけれども、平成 31 年から令和４年まで全体の回収率が３分の２程度なのです。令

和３年でちょっと上がったのは、これは多分コロナでみんな家にいる時間が長くなったの

で、ちょっとこの際回答してみようかなという人が増えたのではないかなと思うので、こ

の程度は大体同じ水準で来ているのが、前回からがくんと下がったなという感じがあって、



 4 

これが一時的なものなのか、何かフェーズが変わったのかという辺りがちょっと気になっ

ていたポイントだったのです。まず去年の時点でですね。 

 今年、令和６年の調査でも、その辺はほぼ横ばいというか微減という状況で、やっぱり

何かこの令和４年と令和５年の間にあったのかなと。事務局や和川委員の御指摘のような

テクニカルな要因だけなのかなと。どうも回答者のほうのマインドに何かあるのかなとい

う辺りが、これ結論は出ませんけれども、私が気になっているポイントです。 

 さらに、今回沿岸がまた下がっているのですよね、率としては。実数でも 60 ぐらい、

60 までは行かないかな、結構下がっている感じはあるのです。だから、この先もちょっと

見てみないと分かりませんけれども、回答者側のマインドに何か変化があったのであれば、

ちょっと問題かなと。問題というか、いろいろ考えなければいけないことが出てくるのか

なと思っているところです。 

 だから、今すぐ直ちにどうこうというだけのものは何もないのですけれども、その辺は

ちょっとこの先気をつけていかなければならないところなのかなと思っていました。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 竹村委員はいかがでしょう。 

 

○竹村祥子委員 他の委員さんから出ておりましたので、私のほうから今はありません。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございます。 

 渡部委員は、いかがでしょうか。 

 

○渡部あさみ委員 私もちょっと谷藤委員と同様に、沿岸地域の回収率が減っているとい

うことが１点気になりまして、東日本大震災の被災地域、津波の影響もあった地域なので、

少しこの背景については注意深く考察したほうがいいのかなと思いながら話を伺っており

ました。 

 私からは以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 回収数の全体だけ見ても、500 人ぐらいこの６年で落ちているわけですし、その 500 人

というのは４地区ですから、例えば沿岸なんかは回収数を見ると、大きいときと小さいと

きを見ると 180 ぐらい落ちている、180 人ですかね。その 180 人が満遍なく落ちているな

ら、落ちているというか、特定の層に偏っているわけではないのであれば、400 から 500 持

っていれば大丈夫なのですけれども、ある何かの層の人たちが答えなくなったとなると、

そこが持っている属性がずぼっと抜けるというか、あるいはそこの持っているいろいろな

課題点が見えなくなってしまうということがあるので、全体はこんな状況なのですけれど

も、一応５年から６年はほぼ横ばい、努力していただいて、まあまあ横ばいにはなりまし

たけれども、課題としてはどこら辺の人たちが実際答えなくなったのかなということが見

えてくると、さらに効果的な回収を催促するような方法もあって、今のところ出していな

い人全員に行くから、結局同じパターンで出していない人は見えるのですけれども、仮に
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例えば若年層の回収率がかなり低く出ているということであれば、やっぱり何か一言入れ

るとか、とにかく返していただくことでこの精度が高まるのは間違いないので、なかなか

また 500 増やすというのは難しいと思いますけれども、引き続き事務局なりのほうで、回

収率を確保する工夫をしていただきたいなと思いました。 

 ティー委員。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 先ほど事務局の説明で、郵便の発送の都合で、催促、リマ

インドを２回やることにしたと。郵便の発送であれば、要するにそのリマインドとか催促

の時期をちょっと前倒ししてやってみてはどうかというふうにちょっと思ったのですけれ

ども。もし本当に技術的な問題であれば、前倒しできるのだったら、これまでのリマイン

ドの時期をちょっとだけ前に持っていって、要するに到着する日数に合わせてリマインド

と催促みたいな感じで１回やってみて、回収率が改善するかどうかというのもありかなと、

ちょっと思いました。 

 

○吉野英岐部会長 アドバイスありがとうございます。 

 リマインド、催促状というのは、はがき、封筒。 

 

○吉田調査統計課主査 はがきです。 

 

○吉野英岐部会長 表に宛名書いてあって、裏にこうこう、こうですよというのは、何か

それはすごく目立つはがき。赤とか、カラーだとか、何かやっていますか。 

 

○吉田調査統計課主査 普通の官製はがきです。 

 

○吉野英岐部会長 官製はがきの白地に黒い文字で。１色。 

 

○吉田調査統計課主査 １色です。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 これまでも多分１色でやってきたのではないですか。 

 

○吉野英岐部会長 急にカラーをやめたというわけではないです。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 そう。だから、急にカラーにすると、逆に怒られそうな気

がする。というか、経費がかかるような気がするのですけれども。 

 

○吉野英岐部会長 要は催促状の効果をどう確保するかということで、発送の時期ですよ

ね。早めにとか、あるいは私が言いたかったのは目立つというか、対象者にあれっと思う

ような伝え方も何か工夫があるのかなと思ったのです。字を大きくするとか。何かあまり

脅迫的なことは書けないので、それはしなくていいのだけれども、ちょっとやってみよう

かなとか、やっぱりまずいかなという気持ちを是非思っていただけるようなやり方も工夫
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していただきたいと思います。 

 

○谷藤邦基委員 私、何でここを問題にし続けているかというと、私がよく言うむちゃな

話なのですが、戻ってこないのを分析しろというやつ。要はアンケート調査をやるときに、

アンケート票の発送先についてはランダマイズできているのです。ところが、回収された

ものについてランダマイズできているという保証はないのです。だから、そこにバイアス

がかかっている可能性というのが常にあって、特に今見ているように、ある年を境にして

回収率が下がっているというときに、何か特定の層の回収率がもし下がっているのだとす

ると、その層の意向を酌み取れていないという危険性が出てくる。 

 私らは、これ最終的に県の政策に反映させようというふうに、実務に反映させようとい

う立場でやっているので、その漏れているところを無視してしまったら、とんでもない結

果になる危険性があるというのが私の一番の心配なところなのです。 

 だから、回収率上がらないなら上がらないで、そこを特定の層が特に悪い、戻ってきて

いないわけではないですよということが分かるなら、それはそれでいいですし、もしどこ

か特定の層が戻ってきていないのが増えているというのであれば、別な方法で何かそこを

探るということが必要になってくるのだろうというふうに思っているのです。そこが私の

一番の問題意識です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 恐らく来年もやっていただけると思っていますので、実行力のある、あるいは結果が正

しく反映できているような工夫を引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 では、一応資料を見て意見いただきましたので、本題に入りたいと思います。 

 本題は、３つの低下した分野別実感の要因の検討ということで、平成 31 年と比較して落

ちたのが地域の安全からですね。では、これの説明をお願いします。 

 

○松舘政策企画課特命課長 それでは、前回に引き続きまして、第１回の委員会資料の資

料７の２ページを御覧ください。２ページが平成 31 年と令和６年を比較しまして、実感が

低下した分野の一覧表ですけれども、こちらの２段目が地域の安全となっております。 

 左から２列目のところとなりますが、県民意識調査の結果、実感が低下した属性ですけ

れども、性別では男性及び女性、年代別では 40 から 49 歳から始まりまして、70 歳以上ま

で、職業につきましては会社役員・団体役員、常用雇用者、60 歳以上の無職、世帯構成に

つきましてはひとり暮らし、２世代世帯、それから３世代世帯、子どもの数としましては

１人、２人、それから３人、居住年数としましては 20 年以上、広域圏としては全区分とな

っております。 

 隣の列ですけれども、実感が低下した属性の中でも年代別では 40 から 49 歳、職業別で

は会社役員・団体役員、世帯構成別では３世代世帯、子どもの数別では１人、広域振興圏

別では沿岸広域振興圏において 0.2 ポイント以上の低下ということで、低下幅が大きい傾

向にございます。 

 その隣の列ですけれども、補足調査からの推測ということになります。こちらは、資料

７―４の 193 ページのグラフを整理したものとなります。補足調査の結果から見ますと、
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実感が低下した方の回答で多かったのは、①犯罪の発生状況、②地域の防犯体制（防犯パ

トロール、街頭防犯カメラなど）、③社会インフラの老朽化（橋、下水道など）、となって

おりまして、この３項目が回答の１位タイとなっております。また、自然災害の発生状況、

についてもほぼ同数の回答がありましたので、４番目として加えております。 

 隣の列ですけれども、実感が低下した要因としましては、①犯罪の発生状況に不安があ

ること、②地域の防犯体制に不安があること、③社会インフラの老朽化に不安があること、

④自然災害の発生が多く被害も大きくなっていること、と整理をしております。 

 こちらの括弧内のコメントにつきましては、前回同様、補足調査の自由記載欄から関連

しそうなものを載せているという形です。 

 地域の安全の御説明については以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 今最後にあったまとめのところの文言を読んでいただいて、こういうまとめ方でよろし

いかどうか、各委員から御意見いただければと思います。では、自由にいただきますが、

いかがでしょうか。 

 では、ティー委員から行きましょうか。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 資料の７―４の 193 ページを見ていると思うのですけれど

も、特段この実感が低下した人のグラフを見たときに、何か特徴あるかというと、そうで

もない。何となく何とも言えないなという実感があります。 

 ただ、資料５―３の９ページと、まとめに書いてくださった比較表、資料７の２ページ

目なのですけれども、もう既に全員が成人している可能性もあるけど、子どもの数を見る

と、みんな低下しているのです。有意ではないものもあるのですけれども。実感として、

あんまり安全そうに見えないという感覚があるのかなという実感…… 

 

○吉野英岐部会長 子どもを持っている人。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 そうです。特に。 

 

○吉野英岐部会長 和川委員。 

 

○和川央副部会長 今回の資料７―４、193 ページを見ていて、その他が 11.8 と、結構ほ

かのものに比べて多いかなと思っているのですけれども、ここは何か自由記載で出てきた

ものというのはございますでしょうか。 

 

○松舘政策企画課特命課長 194 ページは 193 ページの裏面ですけれども、横長の表にな

っておりまして、一番下の表のところに①、②、③という形で、その他を選択した方が書

いたコメントというのを記載しております。ゴミの分別が一部徹底していない、ドライバ

ーのマナー、医療の充実、クマが出没する、といったようなことがその他を選んだ方で理
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由として書いてあったものとなります。 

 

○和川央副部会長 ありがとうございます。 

 実は去年も議論になったかもしれないのですが、クマの出没情報がものすごく多く、私

も子どもを持っている親としてすごく心配で、しかも開運橋まで来たとか、そんな話を聞

くと、大丈夫かなと思ってしまいます。選択肢には実はそういったものは載ってなくて、

個人的にはクマが怖かったなというのと、後ろのほうの、これは資料７―５なのかな、理

由を書くところにもクマやイノシシという言葉が結構散見されていたので、この選択肢と

はちょっと別なのですけれども、そういった要素というのは、実感とすれば自然環境では

なくて、安全、安心のほうで感じているかなと感じております。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 報道も、あるいは実際のアラームもありますので、身近な感じにはなると思います。 

 そのほか、谷藤委員、どうぞ。 

 

○谷藤邦基委員 今和川委員御指摘のところ、私も気になっていました。やっぱり確かに

選択肢にない項目で、かつその他に丸つける人たちというのは、多分野生動物のことです

よね。だから、資料７のほうの 32 ページ、33 ページ辺り見ると、結構そういう記載が多

いのです。実感上昇側にも書いてあったりするところあるのですけれども。 

 あと、もう一つ、何か押しなべてじわっと増えているなという感じの中で、もしかする

と、本当にこれはもしかするとなのですが、高齢化が進んできたことが一つ背景にあるの

かなという感じがするのです。自分が年を取ってきて、周りに若い人がいないときに何か

起こったらどうしようみたいな、そこはかとない不安が一つあるのかな、出てきているの

かなという感じは受けました。 

 あと、資料７―２の 193 ページですか。そこ見ていて思うのは、例えば犯罪の発生状況、

確かに実感低下した人の回答も多いのですが、実感の上昇した人の回答も圧倒的に多いの

です。あとは、自然災害の発生状況なんかも、実感の上昇側の人が多いということは、こ

れは想像なのですけれども、身近なところで何か起こった人とそうでない人の差というの

は大きいのかなと思うのです。自分自身が直接犯罪なり、自然災害の被害に遭わなくても、

身近な人、親戚とかでそういうことがあると、あれ俺のところで起こったらどうしようみ

たいな。これはあくまでも感覚ですので、実際に不安感あるかどうかを聞いているような

ものですから、そうすると自分自身が被害に遭うとかということがなくても、そういうこ

とを感じやすい状況になったときにこの差が出てくるのかなと。ということは、裏を返す

と、例えば犯罪の発生状況とか自然災害の発生状況のほうの今実感上昇側で回答している

人たちも、何かのきっかけに実感低下側に回る可能性があるなと。もしそうだとすればで

すけれども。ちょっとそんなことは感じながら見ていました。 

 以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 竹村委員はいかがでしょう。 
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○竹村祥子委員 私も今の御意見と近い感想を持っておりまして、やっぱり身近に何かが

起こっている方のほうが実感が低下しているのかなというふうにも思うのですけれども、

１つ気になるところは、実感が低下した人の回答も、同率１位が地域の防犯、それからイ

ンフラの老朽化、橋等というふうになって、個人が確かに感じ取っているのかもしれませ

んけれども、地域問題を背景にして何か実感されているのではないか。実感が上昇した人

と横ばいの人は、自然災害の発生とか交通事故というような形で、割にニュース等、広域

の問題として何か感じ取るものがあるのに対して、実感が低下した人のほうは、地域問題

であるということがやはり気になっているところです。 

 以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 では、渡部委員、いかがでしょうか。 

 

○渡部あさみ委員 私も、ちょっと出ている内容と重複するところがあるのですけれども、

まとめのところの①のところで挙げられている犯罪の発生状況に不安があるということな

のですが、不安になっている犯罪と一言で言っても、いろんなタイプのものがあって、つ

きまといとか、そういうレベルのものから、窃盗なのか、強盗なのかとか、そういった様々

な種類、様々なレベルの犯罪がある中で、どういった犯罪が今岩手県内で増えている状況

があるのか。詐欺なのか、何なのかというところについて、少し確認をしたいなと個人的

に思ったのが１つと、その推移というものを少し気にしたときに、件数は増えているのか

減っているのかということも少し検討したほうがいいかなと感じました。 

 続いて、②のほうも、地域の防犯体制に不安があるという声についてなのですけれども、

これティー委員がおっしゃっていた子どもがいる人のほうが不安を感じているというよう

な解釈でよかったのでしたか、ここは。 

 そうなると、私の場合で恐縮なのですけれども、この地域の犯罪というものに対して関

心を持つタイミングが小学校に上がるタイミングなのではないかなと思っています。とい

うのは、私自身が息子が小学校に上がったときに、岩手県警の「ぴかぽ」にメールの登録

をして、こんなところでこんな事件が起きたとか、こんな人が出現したというようなこと

の通知を受けるようになって、少し危機感を持つようになったこと。そして、自分自身も

交通整理の担い手になることで、こんなふうに危ない車が来るのだなとか、列を乱して歩

くとこんな危険があるのだなということを当事者として実感するきっかけになったという

こと、あとは担い手のグループが、その地域の防犯体制というところに関してなのですけ

れども、果たして心から信頼して全てを任すことができるのかということを自分自身の目

で見るようになるのが小学校に上がるタイミングなのかなと思っています。 

 それでなのですけれども、この不安の要因というのを、もちろんネガティブに捉える側

面もあるのですけれども、もう少し今後のために建設的に考えると、防犯体制、地域の防

犯体制を構築する上でも、当事者意識を持ったことというのを少しプラスに捉えて、もう

少し議論をより多くの人が参加して深めていくことにもつなげることができるのではない

かなということを少し感じました。 
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 私からは以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 今のお話、家族形態とか家族のステージによって、急に身近になったり、やっぱり考え

なければいけない、あるいは活動に参加したいという層がいらっしゃるのは、確かにその

とおりかなと思って聞いていまして、一般論的に危ないというものと、やっぱり守るべき

ものというか、家族なりがいらっしゃる場合、特にそれを強く意識するようなことで、む

しろ意識の高まりが防犯活動、あるいは実際の抑止力になるというような考え方もできる

かなと、聞いていて思いました。 

 オレオレ詐欺もすごく多いのですけれども、なかなか地域の安全というふうに受け止め

ていただけるかどうかちょっと分からなくて、地域というよりも、お金持ちの人ほどやば

いというか、そういうものですから、地域でというと面的なイメージが多分出るので、そ

うなるとやっぱり刑法犯ですかね。いわゆる詐欺というよりも、誘拐とか連れ去り、ある

いは交通事故、野生動物といったような特定の地域で発生が確認できるようなものについ

て、心配という人が増えれば多分上がるのだけれども、ここはでも実はほかの分野別実感

に比べると高い、いいのです。3.66 ぐらいですよね。家族に次いで、ここは実感できてい

ると。ちゃんと安全が守られているというところなので、それ自体はいいことなのではな

いかなと思っています。 

 むしろ高いから、逆に落ちるしかないということ。これ以上安全、絶対というのはない

ので、落ちないように努力していると思うのですけれども、でも自然災害、本当に起こり

ましたし、時期的にこれ１月、２月の調査ですよね、今年。そうすると、能登の後なので

す。沿岸が落ちているのを見ると、ああいう大きいニュースを見ると、うち大丈夫かしら

と思うのは、やっぱり海のそばであるとか半島部というのはお感じになったのかもなと、

これはちょっと推測なので分かりませんけれども、沿岸だけちょっと下がっている、ほか

も下がっているけれども、沿岸のほうが大きく下がっているのを見ると、そういった自然

災害、ニュースとか、実態が自分たちの暮らしと結びついて、大丈夫かしらと思う人もい

るのかなと。そういった他地域、ほかの地域の被害とかなんかも反映される可能性はある

かなと思って見ていました。 

 最初にティー委員が言ったように、ここ、特にどれだとよく分からなくて、落ちている

のだけれども、全体にちょっとずつ落ちているという感じですので、特定の要因探しは難

しいけれども、地道な活動や何かである程度キープすることは可能かなと思っているとい

うことを私自身は感じました。 

 まとめのところも悪くないというか、こういう感じでいいのかなと思いましたけれども、

実際に被害があるというよりも、自分たちの生活環境と似たようなところで大きな被害が

あるような出来事が出ると、すごく関係性があるというふうに思います。 

 防犯は、これはコンビニ強盗みたいなものですかね、想定しているのは。連れ去りとか

ももちろんあるけれども、コンビニで鉢合わせしたら怖いなとか、そんなのもあるかなと

思いました。その辺、ちょっと考えないといけないかなと思いました。 

 ここは、でも数値は実際いいので、そんなに問題ないですね。 

 あと２つはちょっと大物なので、次に進めたいと思います。次は、仕事のやりがいでし
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たか。では、お願いします。 

 

○松舘政策企画課特命課長 それでは、続きまして仕事のやりがいとなります。資料７の

２ページ目の下段となります。 

 左から２番目の列です。県民意識調査の結果、平成 31 年度と比較して実感が低下した属

性についてです。こちらは、先ほど申し忘れましたけれども、資料５の２ページ目の表を

整理したものとなりますので、併せて御参照いただければと思います。 

 資料７の２ページに戻っていただきまして、実感が低下した属性でございますけれども、

性別では男性及び女性、年代ですと 30 から 39 歳、40 から 49 歳、70 歳以上、世帯構成別

では２世代世帯と３世代世帯、子どもの数別ですと１人、２人、３人、居住年数ですと 20 年

以上、広域圏別では県央と沿岸となっております。 

 隣の列ですけれども、実感が低下した属性の中でも、年代別では 30 から 39 歳、世帯構

成別では３世代世帯、子どもの数別では１人及び３人、広域振興圏別では県央及び沿岸広

域振興圏におきまして 0.6 以上の低下と、低下幅が大きくなっております。 

 続いて、右隣の列となりますけれども、補足調査からの推測ということになりまして、

資料７―４の 235 ページを整理したものとなります。実感が低下した方の回答で多いのは、

①現在の職種・業務の内容、②現在の収入・給与の額、③職場の人間関係、となっており

ます。 

 それから、資料７―４の 235 ページで、実感が上昇した人の回答と実感が低下した人の

回答を見比べてみますと、将来の収入・給料の額の見込み、が実感が低下した方の回答割

合が上昇した方に比べて多くなっております。 

 資料７の２ページで、最後のまとめとなりますけれども、実感が低下した要因としまし

ては、①現在の職種・業務の内容に不満があること、②現在の収入・給料の額が十分とは

言えないこと、③職場の人間関係が良好とは言えないこと、④将来の収入・給料の額の見

込みに不安があること、と整理をしております。 

 仕事のやりがいにつきましては以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 では、ここでまず御意見を伺いたいと思います。 

 では、ティー委員。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 何となくなのですけれども、職業に関係ないというところ、

みんなそういうふうに感じているというか、職業に関係なく全体的に落ちているというと

ころが気になったところと、最後の説明で給料の額が増えない、だから仕事を頑張って上

に上がっても給料増えないから、やっぱりやりがいを感じられないという面も、私自身に

ちょっと置き換えてしまったのですけれども。 

 要するに岩手県の中ではあんまり近い将来に給料が増えるというのは、皆さん実感とし

て得られていないのではないかな。それがあんまりやりがいを感じられないという分に引

っ張られたかなという気がします。 
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○吉野英岐部会長 最賃は上がっていますけれどもね。そのぐらいでは、全然実感に大き

な効果を与えるほどの額ではないと。 

 渡部委員は、この分野いかがですか。やりがいが下がっていることについて。 

 

○渡部あさみ委員 私、このやりがいというところについて、職場の実態みたいなものを

よく踏まえていないので、何とも言えないのだというところが少し不安としてあるのです

けれども、一生懸命頑張っているのにもかかわらず、これしかもらえないのかというよう

なことが、またここから読み取れるような気がしていて、これは労働局の報告書で、以前

授業で使ったものなのですけれども、所定内給与も年間賞与であったりとか、特別給与額

というものを全国と比較しているものがあるのですけれども、岩手県はどうしても所定内

給与額は全国の８割程度の水準ですし、女性も男性もそうですね。賞与についても、男性

が 71.8％、女性については 78.8％というふうに、やっぱり全国と比較すると低い水準にあ

るのだということがもしかするとこのやりがいを感じないことにもつながっているのかな

というふうに感じています。 

 それとなのですけれども、職場の人間関係がうまくいかないと、仕事を遂行する上で十

分な情報共有であったりとか、教育体制というものが築けないかと思うのですけれども、

岩手県内の人員不足の状況を労働者の体感としてどの程度感じているかというものも、こ

れ授業で使ったもので、従業員の過不足感というものを、これは帝国データバンク盛岡支

店が行った 2022 年に発表された人材不足に対する岩手県内企業の動向調査というものな

のですけれども、2020 年と 2022 年で、2020 年は 57.8％で、2022 年は 54.9％の正社員は

従業員が不足しているというふうに感じている状況です。職場の人員が不足していると、

労働時間が長くなる傾向がありますし、どうしても人間同士攻撃性を持ちながら仕事を一

緒にやっているような状況なので、精神的には結構しんどい状況があるのではないかなと

いうことを私の実感としては思っていました。それがこういった仕事のやりがいの低さと

いうものに影響しているのではないかと考えている次第です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 もう一個のほうの必要な収入を得られるかというのがこの後出るのですけれども、そこ

と比べると、実は平均値だけ見るとやりがいが高いのです。必要な額を得られますかとい

うのは 2.幾つなのですけれども、やりがいは 3.39 ということで、実はお金をもらってい

ないので、やりがいももっと下がっていいのかなと思うのだけれども、そのギャップがず

っとあるのですよ、この件は。金はもらっていないけれども、仕事のやりがいあるという、

何か偉い人がいっぱいいて、優しい人がいっぱいいるのですけれども、その辺、渡部さん

はこのギャップは何か説明するとすればというのはありますか。 

 

○渡部あさみ委員 これ、ぎりぎりの職場の要員管理の中でたくさんの仕事量をこなして

いるから、終わったときは本当によかったと思うような、そんな状況なのではないかなと

思います。 
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○吉野英岐部会長 いわゆるちまたで言うやりがい搾取というものではないということ

ですね。やりがいは感じさせるけれども、金は払わないよというのではない。 

 

○渡部あさみ委員 サービス残業があるかどうかという話がまた別になってくると思う

ので、十分な収入は得ていないけれども、たくさんの仕事を少ない人数でやって、取りあ

えずよかったというふうな状況だけは、私からは読み取れます。 

 

○吉野英岐部会長 あるかもしれないと。分かりました。 

 和川委員、では。 

 

○和川央副部会長 まず、今のお話に対して、私は労働環境というのは、データをどう見

るかのほうを考えるほうで、もしかしたらなのですけれども、やりがいは働き世代に聞い

ているもので、必要な収入・所得は高齢者まで入ってきているので、年金暮らしで厳しい

という人がここで影響を受けている可能性はあるかなと。もしかしたら、見ているターゲ

ットが違う可能性があるかなというのは、統計的には１つ考えられると思います。 

 今回のものなのですけれども、私は今回業種が全く下がらなかったというのがちょっと

意外だったなというのとともに、年代でやっぱり 30 代から 49 歳までが下がっているとい

うことと、70 歳が下がっているということがちょっと気になっていまして、まず 70 歳な

のですが、これは以前は仕事をしていたが、今はしていないという選択肢があって、70 歳

代ここがかなり高いのです。６割以上、66.7％の人がこれを選んでいるので、70 歳以上の

人は働いているのではなくて、前働いていたけれども、今は働いていないというところで

ここを回答している可能性があるので、ここはあまり気にしなくてもいいのかなと考えて

います。 

 ２つ目のコメントとしまして、やっぱり若い世代、30 歳代から 49 歳がどう考えている

のかが重要なのかなと思っているのですが、これを見てみると、ポイントとすれば、現在

の職種がどうこうというが一番高いのですけれども、２番目というか、人間関係を原因に

している人と将来性を原因にしている人の２つに分かれるかなと思っていて、30 歳から

39 歳の人は将来の給料の見込みがないというので悲観的に考えている人が比較的割合が

多いかなと。一方で、40 歳から 49 歳の人は人間関係が悪いと言っている人が比較的ほか

の属性に比べれば多いかなと私的には読み取れておりまして、やりがいといっても属性と

か、男性、女性でも実は違ったりしているのですけれども、属性によって、もしかしたら

感じている要因が違う可能性があるかなというのは感じました。 

 ただ、まとめ方とすれば、いずれ総合的にはこういうまとめ方でよろしいのかなと、こ

のまとめ自体は変える必要はないかなとは思っております。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 谷藤委員、いかがでしょうか。 

 

○谷藤邦基委員 皆さんおっしゃっていることとほぼ同じ感覚で見ております。 

 70 歳以上は、本当は働きたくないのになという人たちが多分いるのだろうなと思うとこ
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ろではあります。 

 あと、結局職業別というか、職業とか職種という言い方をしているけれども、多分それ

と選択肢にある職種という意味は、ちょっと違うのだと思うのです。何と言えばいいのだ

ろう、これ。属性として出てきている職業というのは、雇用形態でもないですけれども、

何かそんな意味合いですよね。一方、こっちの選択肢にある現在の職種といっていること

の意味は、ちょっと多分違っている。要するに営業職なのか技術職なのかみたいな意味で

の職種なのだと思うのです。だから、そこに不満がもしあるとすると、自分が正社員であ

るか非正規であるかとかということよりは、現にやっている仕事の中身の話なのだろうな

と思っています。 

 あと、業務の内容ということについて言えば、業務量なのでしょうね。 

 

○吉野英岐部会長 業務量というのは分かりますけれども。 

 

○谷藤邦基委員 あとは、職場の人間関係というところ。確か 40 代だったかな。多分もっ

と押しなべて広い層に影響しているのだろうと思うのです。私経験的に言うと、給料安い

のは耐えられるのですけれども、人間関係悪いのは耐えられないのです。だから、辞める

のです。私のこれまでの経験からいうと。だから、辞めてしまった人は、人間関係悩まな

くなるから、ここに出てこない。でも、多分恐らく職場環境という意味でいうと、人間関

係というのはもっと重いものがあるような気がしています。これ見ながら思ったのは、そ

ういうことでした。 

 

○吉野英岐部会長 やりがいに影響を与える。 

 

○谷藤邦基委員 やりがい以前なのかな。 

 自分は一生懸命やろうと思っているけれども、上司との折り合いが悪くてとか、あるい

は仲間同士の折り合いが悪くてというのはあるので、だからやりがい以前のような気がし

ます。やりがいを発揮する前の問題、入り口の問題のような気がします。だから、耐えら

れなくなるのです。給料とかというのは、あれは結果だから。だから、安くても、俺はい

い仕事やったと思えれば、それで納得する人も中にはいます。それで生活できないとなれ

ば別だけれども。意外と私前いた会社なんかでも、給料悪いほうではないと思うのだけれ

ども、ただボーナスは相当変動するので。出せない年もありましたし。でも、それで辞め

るという人はまずいないのです。 

 

○吉野英岐部会長 ボーナス減ったから、もう嫌だとか。 

 

○谷藤邦基委員 こんなところで働いていられるかと辞めるという人は、まずいないです。 

 一方で、今やっている仕事、この会社で先があるのだろうかといって、不安になって辞

めていった人とか、あるいは上司との折り合いが悪くて辞めていった人というのはいるの

です。私見ている限りでは。給料低いから辞めますとかという人は見たことないですね。

なので、ここに表立って出ている話として、確かに不満はあるのだろうけれども、それで
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離職するとかいうところまではなかなかいかない。非正規の人たちは分かりません。非正

規だと、本当にそれで生活できないという話が出てくるから。ただ、ここに出ている３番

目の職場の人間関係というのは、本当に３番目に多いかというと、実はもっと現場では大

きな影響があるのではないかなというのが私のこれまでの社会人生活を振り返っての実感

です。 

 

○吉野英岐部会長 それは、３年たてば配置転換があるから、嫌な上司はいなくなるから

大丈夫だという、そういうふうには思わないのですか。 

 

○谷藤邦基委員 それは、ある程度大きな会社の場合なので、岩手県だとそんな大きい会

社は少ないですから。 

 ４大卒を定期採用しているようなところであれば、ある程度そういう配置転換もあり得

るのでしょうけれども、そうでもないところは、入ったらずっと同じ顔ぶれで、同じ部屋

で仕事すると、同じ現場で仕事するとかという感じになります。 

 大きな会社であれば、実は社内で異動できるという逃げ道もあるかもしれませんけれど

も、小さなところはそうはいかないですね。 

 あるいは、非正規のパートタイマーの人たちなんかは、小売業が多いわけですけれども、

そういうところで一旦勤め始めると、同じメンバーでずっと同じ店で働くわけです。そう

すると、やっぱり人間関係悪いと、もうすぐ辞めます。私聞いている限りでは。 

 まとめの話には全然つながらないのですけれども、現実はそんなところなのではないか

なと思っています。 

 

○吉野英岐部会長 そうすると、従業員規模とやりがいの関連性は、もしかしたら出るか

もしれないということですかね。 

 

○谷藤邦基委員 やりがい、それはあるかもしれない。ただ、今言ったような話だけでは

なくて、事業規模の大きいところというのは、いろんな仕事をやっている可能性があるの

で、特に技術畑の人は自分がやりたい仕事というのが結構あるのです。俺はこういう開発

をしたいみたいなのを持っている人たちがいて、それに近い仕事をやらせてもらっている

と、給料とか休み、休暇とかはあんまり気にしないで、没頭して仕事していたりするんで

す。あくまでも技術系の話ですけれども。ところが、自分のやりたくない仕事をやらされ

ていると、本当にどよんとした顔をしたりするのです。だから、そういう面を見ると、小

さな会社だとほかの仕事がないということもあるので、大きな会社だといろんな仕事をや

っていたりするので、そういう選択肢が増えてくるというのがあるかもしれないですね。 

 あと、結局ＩＴ系だと、この辺でやっている会社の仕事は、ほとんど何次下請か分から

ぬほどの下層の仕事で、全体像の中でどういう位置づけか全然分からないような仕事をし

ているのです。 

 仕様書があるから、このとおりやれと言われて、ただこれは何に使われているのか全然

分からないような仕事をしている。だから、そういう仕事に不満が出てくると、やっぱり

東京のいい会社に転職できれば、あくまでも「れば」の話なのだけれども、移っていきま
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すよね。よくＩＴ産業で、地方で云々というけれども、私それかなり非現実的だと思うの

は、良い人材が少ないですよ、ＩＴに関しては。 

 

○吉野英岐部会長 下請的な仕事が多いから。 

 

○谷藤邦基委員 自分が何やっているか全然分からないですもの。 

 ある企業の例ですが、そこはある電子部品メーカーからかなり仕事をもらっていたので

す。その電子部品メーカーというのは、一応日本でも大手と言われるところなのです。そ

こが既に３次下請ぐらいなのです。ある部品開発に関して。発注元も何でこれ作っている

のだかよく分からないやつをさらに下請に出してきているわけです。あるのは仕様書だけ。

だから、全体像が分かっていれば、もっといろいろ創意工夫できるのだけれども、それが

ないから仕様書のとおりやるだけなのです。はっきり言って面白くないと思いますよ、で

きる人は。 

 仕事自体は、実は難しいのですよ、下請の仕事でも。結構ハードル高い仕事やっていた

りするのだけれども、何でこれやっているのだか分からないという辺りの不満というのは、

技術者にはあります。だから、そういうのが高じてくると、もっといい仕事をしたいと思

う人間は、東京のいい会社に行きたいということになる。 

 だから、話飛躍するけれども、東北大学の卒業生が地元にとどまらないというのは、自

分の能力を生かすような会社が仙台あたりではないというわけです。だから、今まさに宮

城県の仙台でも若者の流出に悩んでいるという状況で、だから結局人口流出の話にまた戻

ってしまうのだけれども、これは相当根が深いです。 

 

○吉野英岐部会長 岩手日報にも昨日だっけ、１面で県内就職率が悪いという、大きく出

されてしまいましたけれども、仕事がつまらないということですか。 

 

○谷藤邦基委員 能力ある人ほどつまらないと思います。だから、頭数の問題だけではな

い問題が出てくるのです。そこをあんまり言うと、ちょっといろいろ差し障りが出てくる

かもしれないから言わないけれども、頭数以上に問題が多分起きている。 

 この辺でやめておきます。すみません。 

 

○吉野英岐部会長 では、今都会で働いている竹村先生はいかがでしょうか。 

 

○竹村祥子委員 最低賃金の差が 200 円ぐらいある町にいると、この最低賃金の差という

のは本当に大きい差なのだなと実感しています。それくらいならば、ちゃんと授業に出よ

うかとなるか、バイト１時間やるほうがいいとなるかのすごく大きな差だと思って、授業

の出席率を見ております。 

 やりがいのところで、基本的に気になるのは、男女差があるところが一番気になってお

りまして、特に女性のやりがいについては、現在の収入・給料の額ということがあまりや

りがいを実感しないというところで、62.5 と女性のほうは出ているのです。なので、やり

がいといったときに、自分のやっていることが給料の額で評価されるという感覚も確かに
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あると思うのです。非常によい仕事をしたということ自体が自分の満足になるかもしれな

いのですけれども、基本的にもらうものがすごく少ないというふうになると、やりがいも

何もないというか、そこまで否定されているような感じというのがあるのではないかと思

います。女性と男性のところで大きく違うのが収入・給料の額、237、239 ページのところ

なのですけれども。全体のほうで見ると、そこの差が相殺されてしまうのか、何かそんな

気もするのですが、やはり年齢のところでも 30 から 39 歳では男女入っているので、これ

もちょっと相殺されているような感じがしないわけでもないので、ここは女性の働き方と

男性の働き方がやっぱり大きくやりがいのところで出ているのではないかという気がしま

す。 

 ただ、どう解釈する、どう政策につなげるかというのは、労働の最低賃金をはじめとし

て賃金の問題、地域差の問題みたいなものをやっぱり考えないわけにいかないので、どう

つなげるかは難しいと感じるところです。 

 以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 最低賃金は、岩手は下から３番目ぐらい。 

 

○谷藤邦基委員 たしか最下位になったはず。今、単独最下位なのです。 

 

○吉野英岐部会長 単独最下位。１年単位ですからね。 

 でも、さっき言った埼玉や東京に比べれば、200 円ぐらい違うというのが現状というこ

とですか、竹村先生。 

 

○竹村祥子委員 学生さんが東京と埼玉在住の方が多いので、大体 1,000 円以上なのです。

1,300 円ぐらいだと結構いい。だけれども、1,100 円とかちょっとくらいだと、あんまりよ

くないと。 

 私、岩手の感覚だったものですから、もう内心、次何と言えばいいだろうかと、ちょっ

と思ってしまって。 

 

○吉野英岐部会長 1,000 円超えたら、岩手では高いと思いますけれども。 

 

○竹村祥子委員 バイトでも、週に３日ぐらい働いていて、学生だと６万円くらい。すご

く高いのだと私は思ったのですけれども、本人たちはそんなに高いと思っていないのです

ね。ということは、学生でもこれぐらいだとすれば、岩手の中であっても、正雇の人と自

分というのがやっぱり違うということは、すごくよく分かるのだろうと思うのです。そう

すると、やりがいが、女性のほうはやっぱり正雇では少なく、パート等が多いとすれば、

そこのところで非常にやりがいが搾取されているというか、金額は評価という感じが何と

なくするのですけれども。 

 すみません。学生の例は、適正かどうかちょっとよく分かりませんが、そんな感じがし

ます。 
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○吉野英岐部会長 やりがいというのは、なかなかこれも人によって中身が違う可能性も

あるので、すぐにどれかというのは言えないのですけれども、比較的これも高い、12 分野

の中では高いのです。3.39 ですので、ほかの県と比べるのはちょっと難しいので、岩手の

いいところというのはちょっと言いにくいかもしれないけれども、収入・所得があれだけ

実感が低いということと比較すれば、同じ仕事に関する評価の中で、やりがいについては

一定程度の実感を感じられる地域かなと。３は超えていますし。だけれども、ちょっと下

がりぎみということで、それは要因があるとすれば、分かってくれば、ではどうするのと

いう話にきっとなってきて、県としては恐らく効果的な政策を打つために、比較的良好な

やりがいのレベルを維持、あるいはよくするというふうに考えていると、何か県庁的にこ

んなのやっていますというのはあるのですか。あるいは、県庁で今働きになっている実感

でもいいのだけれども。 

 

○菊池政策企画課評価課長 県庁の中で言いますと、やりがいというか、逆に今若い人が、

若年層が、肌感覚なのですけれども、身の回りにいる若い人が辞めてしまうということが

あります。 

 本当に個人的な感覚なのですけれども、やっぱり働き方が、いろいろ働き方改革進めて

いるのですけれども、それでも何か窮屈なのかなという感じは持っています。電子決裁な

ど、大分効率化図られてきているのですけれども。 

 あと、やりがいというところで、30 歳とか 39 歳とか 40 から 49 歳の辺りが低下したと

いう、たしかそういうデータだったと思うのですけれども、これも個人的な感覚なのです

けれども、やっぱり 30 から 40 代後半は、すごく後輩も育てなければならないし、自分の

仕事、持っている仕事も頑張らなければならないという形で、それは非常に県庁の中だと

忙しいところだと。なので、ちょっとその辺りの年代のやりがいが低いというのは、県庁

と照らし合わせてみると、そういうところがあるかなという感じは、個人的な話になりま

すけれども、そういう思いでした。 

 

○吉野英岐部会長 ティー委員。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 会社勤めもそうではないかなと思っていまして、ある程度

自分が覚えてきたので、新人入ってきたら教えてねと、人を育ててねと言っておきながら、

自分の仕事もあるので、これまでは自分だけの仕事でよくて、休みたいときに休めて、今

度は違うのです。３年か５年たつと、多分この 30 代が 40 代になると、今度は休みたいの

だけれども、仕事と、プラス後輩を育てるというのもあって、なかなか休むにも休めない

かなと、ちょっと今聞きながら思い出しました。 

 

○吉野英岐部会長 働き方改革というのは、要するにやりがいを高めるという意味ですか、

あれは。そういうわけではない。 

 

○菊池政策企画課評価課長 やり方もそうですけれども、効率性のほうも。例えば休暇を
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取りやすいとか、電子決裁もその一つですけれども。 

 

○吉野英岐部会長 もちろん。だから、そういう手法を使って労働時間を減らしたり、効

率化して、基本は無駄な負担をしないとか、無駄な時間を使わないという、それができる

のだけれども、結局それは何につながるというふうになるのですか。これは渡部先生のほ

うがいいのかな。 

 今あちこちで働き方改革で、結構いいことなのだけれども、例えばもうバスの運転手い

なくなってしまったよとか、タクシーの運転手いないよとか、医療の先生方がやってはい

けないと言われたよということが多いですよね。だから、社会的に見ると、ちょっと過渡

期だから、スムーズに行かないところが社会問題として出されるのだけれども、結局それ

でも進めようと言っているのだから、それはつまり個人個人にとってはそういう働き方が

望ましいし、社会をそっちに持っていかなければいけないということで政府は言っている

と思うのですけれども、そういうふうにある程度限定された仕事のほうがやる気も出るし、

やりがいが出るというのは、イコール生産性が上がるので、国としてもこれはいいことだ

ということでいいのですか。そういう解釈でいいのかな。 

 谷藤委員、どうですか。国側だって、そうやって何とか仕事をよくしようとしているの

ですよね。 

 

○谷藤邦基委員 ちょっと一筋縄ではいかない話なのですが、例えば今物流業界中心に

2024 年問題というのが起こっているわけですけれども、要するに長時間労働、長時間残業

を何とかしなければいけないという話の中で出てきた動きの一つだと私は認識しています

が、あまり長時間働きたくないというのは、どっちかというと若い人たちなのです。そう

いう若い人たちが入ってこないから、やっぱり残業あまりしなくてもいいような業界にし

ていかないといけないということもあったのでしょうが、これは別に物流業界だけではな

くて、ほかも全部そういうふうなことになっているのですが、結局物流業界とか医療産業

というのはそう簡単にいかないからというので、猶予期間があって、それがいよいよ終わ

ったということなのです。 

 私が認識している限りで言うと、別に長時間労働どうってことないという人たちが結構

中高年には多いのです。残業何ぼでもやって、いっぱい稼ぎたいという人だって少なから

ずいます。職場環境がそう変わらない中で、若い人たち入ってこなくなって、そういう規

制入ったものだから、今度はそういう中高年のベテランドライバーたちが思ったとおり稼

げないので、辞めてってしまっているという、二重に人手不足になっているのです、あの

業界は。 

 ちょっと脇へそれますけれども、私二、三年前だったかな、この場でも言ったかもしれ

ないけれども、政策のマクロ調整ということを考えてくれと言ったことがあるのです。総

合政策審議会だったか、あるいは復興の会議のときだったか忘れましたけれども。何か問

題になって、それを解決しようとして施策を実施しました。それだけでは予想外というか、

予想外でもないかもしれないけれども、ほかの弊害が出る可能性があると。要するにＡと

いう問題を解決しようとして、Ａダッシュという政策を打ちました。結果として、Ｂとい

う問題が新たに発生しましたということが起こり得るというか、現に起こっているのがこ
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の 2024 年問題なのですよね。だから、何かやるのはいいのだけれども、それだけで足りる

のかと必ず考えてくれと。 

 例えば風邪を引きました。医療機関に行きました。抗生剤が処方されました。抗生剤飲

むと、腸内の細菌、悪玉も善玉も全部殺すから、下痢するのです。なので、普通の医師は

抗生剤処方したら、一応整腸剤も処方するのです。そういうことを考えないと、いいこと

をやったつもりで、かえってより大きな問題を引き起こす可能性があって。だから、私は

それを政策のマクロ調整という言い方したのだけれども、総合調整という言い方してもい

いし、何でもいいのです。要は全体のバランスうまく取れるように問題解決していかない

と、解決策を取ったつもりが、より大きな問題を引き起こす可能性があって、全体を駄目

にする、そういう危険性があるよということを私は二、三年前に何回か言いました。 

 だから、そういうことを考えなければいけないというのがこの教訓なのではないかなと

思っているのです。だから、私ら今この問題、幸福感の問題からやっていますけれども、

例えば地域のつながりのところなんかも、まさに典型的になってきていると思うけれども、

何かの問題の解決のためには、地域のつながり強化必要なのだけれども、それを少なくと

も幸福感の観点からポジティブに捉えられない人が結構いるというのが分かってきている

中では、ちょっとやり方考えなければいけないよねと。 

 あとは、仕事のやりがいなんかの問題でも、結局役所ができるのは規制かけることだけ

なのです。残業いっぱいするなとかという感じで。だけれども、これかなりの部分は、私

は経営者の問題だと思っているのです。例えば最低賃金問題なんか、あれ私はあまりいい

制度だと思っていなくて、要は本当に人手不足なら、放っておいたって時給上がるはずな

のです。だけれども、上がらないでしょう。ということは、人手不足だ、人手不足だと騒

いでいるけれども、実は人手余っているのではないかというのが私の認識です。だから、

それを最低賃金ということで下限を設定するから、逆にみんなその下限さえ払っていれば

いいという形になって、そこから上がらないという可能性もあるし。私聞いている限りで

は、特に女性のパートタイマーに多いのですけれども、やっぱりある程度生活費の足しに

するために稼いでいるとすれば、これぐらいは稼ぎたいと。この時給から換算して、これ

ぐらい稼ぐといいというのがあるのだけれども、パートタイマーさんというのは大体シフ

トで仕事しているから、自分が好きなだけ稼げないのです。本当はもっと稼ぎたいのにと。

もちろん時給上がれば改善するかもしれないけれども、時給で何円か変わったって、大し

たことないのです。１時間余計稼いだほうがはるかに稼げるから。だから、私聞いている

限りでは、もっと稼ぎたいのに稼げないという人いっぱいいます。そう思うと、実は人手

不足ではなくて、人手余っているのではないのというのが私の認識なのです。 

 結局そうなることの理由というのは、そういうもうかる仕事、あるいは効率のいい仕事

を展開できない経営者の側に問題があるのではないかなといつも思うのです。この経営者

の問題というのは、あんまり言うと、天につばするような話になりかねないのだけれども、

若い優秀な人材を採用するというのもそうです。経営者がいい仕事をつくれれば、若い人

は来ると思うのです。タイミングの問題というのが次にあるけれども、どうもそこら辺、

経営者の問題だと言ってしまうと、今度は役所の出番が実はないのです、はっきり言って。 

 

○吉野英岐部会長 民間のことは民間でやれと。 
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○谷藤邦基委員 例えば若い人を採用してくださいと、役所とか労働局で商工会議所にお

願いしに行くけれども、商工会議所は商工会議所で善処しますとか言うけれども、そこで

終わるわけです。これどうしたらいいのかなといつも思うのだけれども、難しいのです、

正直言って。 

 強いて言うと、あとはだから景気をよくするような方策というのを取れればいいのだろ

うけれども、それはでも地方公共団体では限界があるのです。やっぱり国全体の問題、最

低限国のレベルの話になってくるので。昔は、それ公共事業だったわけですけれども、今

ははっきり言って役所に金がないから、この先建設業の倒産が増えるかもしれないです。

私全国の状況見ていると、岩手県以外のところで建設業、土木工事部門の倒産増えていま

す。岩手県の状況というのは、よく分からないです。報道されている限りでは、そんなに

出ていないようだけれども。 

 何か身も蓋もない話になってしまってすみませんけれども。だから、ここ何ができるの

だろうと思うと、次の収入・所得のところもそうですけれども、はっきり言って役所にで

きることはあんまりないと思っています。 

 

○吉野英岐部会長 エンカレッジぐらい、啓発とか。 

 

○谷藤邦基委員 だから、やっぱりマクロで景気よくする方策を考えなければいけないの

でしょうけれども、ただそれは、はっきり言って県ぐらいのレベルでは手に余る話なので

す、本当のところ。ただ、東京との関係の中で、できるだけ引っ張られないような、こっ

ちが頑張らなければいけないということを思えば、何かしなければいけないのだけれども、

何ができるのだとか、今さら借金して何か事業をするという時代でもない。特にこれから

金利上がっていく中では、ちょっと難しいですよね。むしろ一旦は整理に入らなければい

けないのではないかなと思うときもいっぱいあって、あまり言うとちょっと袋だたきにな

りかねないので、この辺でやめておきますけれども。 

 

○吉野英岐部会長 やりがいと所得・収入というのは、リンクはするけれども、必ずしも

100％直結するものではないというのは、この後また出てくるのですけれども、そうなると

もちろん給料を上げるという、上げるように皆さん頑張って、経営者頑張ってという、そ

ういう奨励、啓発とともに、要するにいい仕事を、いいというのは難しいのだけれども、

皆さんがやりがいを感じられる仕事を県内で増やしていくという、抽象的に言えばですよ、

ということも多分同時に進めないと、給料はいいけれども、なかなか全体像が見えない仕

事であるとか、自分の創意工夫があまり発揮できないような場、そういう業種もあれば、

そういう現場もあると思うのです。創意工夫なんか要らないから、言われたとおりにやれ

ということをあまり強く言われてしまえば、それはやっぱりやりがいというよりも、言わ

れたとおりやればいいのかと思ってしまうようなところもあるし、やっぱり自分でやった

ことが、あるいは逆にきちんと評価をされるとか、いわゆる我々の業績評価もあるのだけ

れども、そればかりではないと思うのですけれども、やっぱりやっていることが自分でも

実感できて、他者も評価できるというような職場環境なり業態改善なりを、多くは民間な
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のだけれども。では公務といっても、そこは放っておいていいのかというわけではないか

ら、公務としてもこれだけはいろんなことをやっていると。公務員の領域においても、や

りがいを感じられるような工夫を目に見える形でやっていく。それで民間を少し引っ張っ

ていくというような作戦もいろんな分野で見られるので、放っておいても高いからいいの

かもしれないけれども、でも下がっているということを考えていくと、これただ放ってお

くわけにはだんだんいかなくなるかなと思っています。 

 それで、いろんな働き方改革を現にやっているけれども、もしやりがいが下がるという

ことになったら、これは本末転倒ではないですかというか、働き方改革は別に時給を上げ

ろとは言っていないので、仕事のやり方を改善してくださいと言っているはずなので、そ

うなればどちらかといえば経済的な向上よりは、充実感とか健康感とかにつながる話を言

っているはずなので、そっちはなかなか効果が出ないというのは、国のせいだと言えばそ

うかもしれないけれども、地域でもできることは一体何だろうというのを探していくとこ

ろかなと。昔は、長時間労働を幾らやったって、やりがいが下がらない人がいっぱいいた

ではないですかと言われて、それは昔はそうだったかもしれないけれども、今の人たちは

そうではないというふうになるとすれば、時間の要因も結構大事だと思うけれども、それ

が職場の士気をむしろ停滞させてしまうようなことになると、やっぱりちょっと政策とし

てはどうなのだろうという気がしないでもないので、ちょっとここは要因もすぐには見つ

からないけれども、下がっているということと、書いていただいたいくつかの要因は恐ら

くこのとおりなので、こういうところまでは言えるとして、あとはこれをどうつなげてい

くかということは、例えば担当のセクションでこういうふうに受け止めていただければ、

ではうちのセクションではこういったアイデア出して、民間にもお願いをして、一緒にや

っていこうとか、県庁の中ではこう改革をしていくとかというふうにつなげていただける

といいかなと思って聞いていました。非常にここは岩手のいいところなのですよね、下が

っているけれども、いいところではないかなと思っている。下げないようにというふうに

思います。 

 もう一個は、岩手のあまりよくないところというか、なかなか十分ではないところが必

要な収入や所得を実感できるかというところで、ではこれを続けて御説明をお願いします。 

 

○松舘政策企画課特命課長 それでは、続きまして必要な収入や所得ということで、資料

７の３ページになります。 

 左から２番目の列、実感が低下した属性についてです。こちらは、資料５の２ページの

表をまとめたところになりますので、必要に応じて御参照いただければと思います。 

 実感が低下した属性ですけれども、性別では男性及び女性、年代では 40 から 49 歳、70 歳

以上、職業では自営業主、常用雇用者、臨時雇用者、世帯構成では２世代世帯、３世代世

帯、子どもの数では１人、２人、３人、居住年数では 20 年以上、広域圏では県央と沿岸と

なっております。 

 低下幅が大きい属性ですけれども、年代別では 40 から 49 歳、70 歳以上、職業別では自

営業主、常用雇用者、臨時雇用者、世帯構成では２世代世帯と３世代世帯、子どもの数で

は１人、広域振興圏別では沿岸広域振興圏が減少の幅が大きくなっております。 

 その隣の列が補足調査からの推測ということで、こちらは資料７―４の 263 ページをま



 23 

とめたものとなりますので、併せて御参照いただければと思いますけれども、補足調査の

結果から見ますと、実感が低下した部分として回答が多かったのは、①自分の収入・所得

額（年金を含む）、②家族の収入・所得額（年金を含む）、③自分の支出額となっておりま

す。また、資料７―４の 263 ページで実感が低下した方の回答と実感が上昇した方の回答

を比較しますと、自分の借金の額、で少し差が出ているということになります。 

 隣の列のまとめとなりますけれども、実感が低下した要因としては、①自分の収入・所

得額（年金を含む）が十分とは言えないこと、②家族の収入・所得額（年金を含む）が十

分とは言えないこと、③自分の支出額が多い、又は十分な支出ができないこと、④自分の

借金の額が多いこと、と整理をしております。 

 必要な収入や所得につきましては以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 ここ、平均は 2.48 か。でも、さっきの仕事のやりがいに比べると約１ポイント低いとい

うことです。こちらも下がり気味なので、いろいろ要因があるということなのですけれど

も。 

 ティー委員からどうでしょうか。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 前回も多分言ったのですけれども、どうにもならないでは

ないか。全国的に賃上げしようという対策をやっている中で、今年の実感は下がっている

ということは、期待できないというふうに皆さん思っているのだろうと。下げ幅にあまり

これまで注目してこなかったのですけれども、子どもの数が１人の場合がすごく下がって

いるのですね。2.70 から、今 2.28 まで下がっている。 

 

○吉野英岐部会長 サンプル数もあるのですよね、それなりに。379。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 そうですね。 

 結局このまとめのところで、子どもの教育費が高いということにつながるという部分と、

人口の減少につながるかなと、一緒にちょっと感じてしまいました。 

 

○吉野英岐部会長 前もそんな議論しましたね。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 これ全体的に下がっているので、皆さんそう思っていなが

ら、どうでしょう。ちょっと私も意見がまとまっていないのです。 

 

○吉野英岐部会長 子どもが１人のところが大きく下げているようには見えると。下げて

いるから、子どもを増やすことを希望しないのか、それとは別の要因かもしれないけれど

も。 

 

○ティー・キャンヘーン委員 物価が高いというところも影響しているのかなと、ちょっ
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と思いました。 

 

○吉野英岐部会長 これ、たしか数年前ちょっと高く出たのは一時金でしたか。定額給付

金が実は一時期あって、それ効いたのではないのという話が前あったのですよね。 

 

○谷藤邦基委員 令和３年度ですかね。 

 

○吉野英岐部会長 令和３年でしたか。何で下がらないというか、上がるのだろうという。

でも、今回は下がっていますね。所得税減税が全然実感できないではないかという…… 

 

○谷藤邦基委員 それはこれからですから。 

 

○吉野英岐部会長 では、去年、今年とを比較してということで、和川さん、いかがです

か。 

 

○和川央副部会長 ここは、ずっと下がってきている中で、ティー委員もおっしゃったよ

うに、どうしようもないなと思っているというのは私も同じなのですが、気になったのは

今回年代別で 40 歳から 49 歳が結構下がってきているというのが、いわゆる働き盛りのと

ころが下がっているというのが気になると。まとめ方自体は問題ないと思うのですけれど

も、コメントとすれば下がっているということ、あと家族従事者は、これは参考なのです

ね。常用雇用者、県内のほぼ多くのところを占める常用雇用者が下がっているというとこ

ろ、そして子どもが１人、２人、ここが結構下がっていて、寄与度もここでほぼほぼ決ま

っているということもあって、特定のところというか、それなりの属性が全面安ではなく

て、どこかが下がっているというところがちょっと今回は、全面安なら経済的な問題だな

とは思いますけれども、ここのところが下がっていると、構造的に何があるのかなという

ところは、気になりましたというコメントになります。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 谷藤委員はいかがですか。 

 

○谷藤邦基委員 いろいろ感じるところはあるのですが、下がっていますわね。下がって

いるのだけれども、大本の主観的幸福感にはほとんど影響していないと思われるわけです。

だから、ティー先生もおっしゃいましたけれども、給料が少ないからしようがない、それ

と自分が幸福であるかどうかは別なところで感じようと、特に家族の関係とか、自分が体

調よければそれでいいやとか、そういうふうに考えようとしているのかなと思うところは

１つあります。ただ、実際にお金がないと生活が苦しいという現実は一方であるわけなの

で、そう思うとやっぱりちょっとこれは看過できない。 

 いろいろ感じているところはあるのですが、例えば補足調査のほうで言うと、ここの平

均値 2.97 なのです。県民意識調査、5,000 人調査は 2.48 で、補足調査は 2.97 で、0.5 ポ

イント近い差があるのです。ということは、やっぱり現役で働いている人たちはまだいい
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のかなと。結局補足調査のほうが現役で働いている人たちの割合は総体的に高いですから。

実際に前回との比較でも、補足調査のほうは令和５年度 2.82 から、今回 2.97 で、0.15 ポ

イント上がっているのです。県民意識調査のほうは下がっていると。2.53 から 2.48 に下

がった。だから、0.05 ポイント下がったのかな。 

 ということで、そう思うと、実はここからが私の身につまされる話になるのですが、年

金世代が結構打撃を受けつつあるのかなと思います。なので、多分その違いはそういうこ

とで、ほぼほぼ説明できるのではないかなと思っているのは、１つに現役世代が頑張って

稼いで、会社の業績が上がれば給料も上がるかもとか、今特にベースアップやらなければ

いけないという風潮が起きつつあるので、私が聞いている限りでも、地元の企業でも頑張

ってベースアップやっているという話がちらほら聞こえてきます。ところが、年金のほう

は、これは国の制度なものですから、ちゃんともう制度設計がきっちり出来上がっていま

して、物価が上がったほどには上がらないというのは、もう制度的にビルトインされてい

るのです。今月の 15 日がもう新しい改定額の第１回目の支給日になって、幾らになるかと

いう連絡まだ来ていないのですが、上がることは上がるのだろうけれども、多分物価上昇

には追いつかないという水準です。ということは、逃げ場がないのが年金生活者です。な

ので、県民意識調査のほうの数字は、この後も多分悪くなっていくのではないかなという

のが心配事です。今後の物価推移にもよりますけれども。 

 あと、40 から 49 歳のところの人たち、だから収入自体が思ったように伸びないという

のも当然あるのでしょうけれども、この辺は恐らく支出も多い年代なのです。住宅ローン

だったり、教育費用であったり、そういったところとの兼ね合いの中で、ここがちょっと

出てきているのかなと。例えば資料７―４、269 ページ見ると、飛び抜けて多いわけでは

ないのですが、この 40 から 49 歳の実感を感じない人たちの回答で、上位３項目に入らな

いのだけれども、自分の支出額と家族の支出額、これを合わせると結構な数字になってく

るのです。実数で両方足して、ちょっと重複しているかもしれないから、何とも言えない

のですけれども。だから、この世代は支出のほうも増えてくる世代なので、実感が下がっ

ているというところあるのかなと思った次第です。 

 まだ６月ですけれども、次の調査のとき、もし調査するとすればですが、今後の経済動

向にもよりますけれども、結構この先大変なのは、何回も言いますけれども、金利の上昇

とインフレです。インフレは、押しなべて全員に影響があるわけですけれども、金利の上

昇は、特に個人の場合ですと住宅ローンとか抱えている人たち、自動車ローンもあります。

自動車ローンは総体的に短いので、ところが住宅ローンというのは何十年だったりするの

で、これが固定金利で借りている分にそんなに影響ないのですが、変動金利で借りている

人多いのです。表面金利が安かったりするので、変動金利で借りている人が多くて、まだ

短期の金利はそんなに上がっていないのですが、このまま低いままでいくというふうには

思えないので、実際コールローンの翌日物というのがあります。あれが以前マイナスだっ

たのがプラスに変わってきているというのが今１つ現状としてあるわけです。実際預金金

利も、ようやくごみと言われたレベルからは、少し米粒ぐらいに上がってきたのかなと、

ほこりから米粒ぐらいに上がってきたような感じで、そうするといずれ何かそういうロー

ンを抱えた人たちが苦しくなっていくだろうなと思っています。 

 何でそう思うかというと、実はアメリカが既にそうなっているのです。新聞とかテレビ
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見ていても、アメリカの現状というのはほとんど実は報道されてなくて、アメリカの一般

大衆の生活は、もう極度に追い詰められています。アメリカは、給料が高いとよく言うの

ですけれども、物価がそれ以上に高いのです。もうアメリカのミドルクラス以下は家買え

ないと言われています。それを思えば、日本は給料安いとかなんとか言いながらも、まだ

まだみんな生活できるレベルにいますので。これアメリカが何で急にそうなったかという

と、ＦＲＢが金利どんどん、どんどん上げたからなのです。 

 今フェドファンドレートが 5.31％です。フェドファンドレートというのは、日本でいう

とコールレートみたいなものですけれども、一番短い期間の借入れのレートです。あるい

は、10 年物の国債の利回りも 4.何％かになっています。ようやく日本で今 10 年物の国債

の利回り１％ぐらいになったと思うのですけれども、それがかつてはマイナスだったりし

たわけです。日本がアメリカの後追いをするような展開になっていくと、金利が上がって、

借金がない個人は、逆に潤うかもしれません。預金利息がつき始めますので。よく言う老

後 2,000 万円問題なんかも、2,000 万円預金があって、１年定期に５％利息つけば 100 万

円利息も入ってくる。そこから２割税金取られても 80 万円です。これ国民年金と一緒です

よ、あらかた。だから、そういう状況になると、どっちにどう転ぶか分からないけれども、

特定の層にはプラスに出て、特定の層にはマイナスに出るという状況も出てくるのかもし

れませんが、いずれにしてもこの先、金利の上昇とインフレという、インフレが先にあっ

て、後追いで金利が上がるような状況ですけれども、ここは本当にこれから問題になって

いくだろうなと思います。 

 それを打ち消すぐらい給料上がればどうってことないのですが、ただそうは上がらない

だろうなと思うのは、ちょっと前も言いましたけれども、今起こっているインフレという

のはコストプッシュ型なので、給料が物価上昇を追い越して上がるということはまずあり

得ないです。何回も言いますけれども、今給料上げられている企業というのは、インフレ

があろうがなかろうが上げるだけの余力がもともとあったところなのです。昭和の高度成

長期、私が学生だった時分、そのもうちょっと前ぐらいからかな、あの頃はディマンドプ

ル型といって、需要がどんどん拡大して企業の売上げが伸びるので、企業の利益がどんど

ん積み上がって、それを労働者に還元できたわけです。今はそうではないですから。コス

トアップに追い詰められて、売値を上げているという状況なので、そうすると労働者の給

料というのは、企業にしてみたらコストですから。これは悩ましいところで、労働者の給

料、労働者に限らないのだけれども、給料というのは、実はマクロ経済でいったら付加価

値なのです。付加価値だから、本当は増やすべきなのだけれども、経営者から見たらコス

トなのです。ここのギャップは、永久に埋まらない認識のギャップがある。 

 いずれインフレのパターンからいって、今回給料がそんなに物価上昇を追い越して上が

るということはあり得ないです。 

 

○吉野英岐部会長 分かりました。ありがとうございました。 

 では、竹村委員、いかがでしょうか。 

 

○竹村祥子委員 ここについては、今までのお話に出てきて、子育て世代と、今の谷藤委

員のお話のように、年金世代はやっぱりリアルな実感ということなのかなと思って聞いて
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おりました。私はそれくらいかなと思います。 

 以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございます。 

 渡部委員、いかがでしょうか。 

 

○渡部あさみ委員 私のほうも、この必要な収入や所得が得られないと感じている働き盛

りの層がここまで多いこと、そしてそれが常用雇用者にも多いということに少し驚きを覚

えました。 

 先ほど働き方改革の話で、ごめんなさい、私ちゃんとタイミングを見計らって発言する

ことができなかったのですけれども、ちょっとそれに関連して少し話をすると、もしかす

ると、これは推測にすぎないのですけれども、かつては残業代で何とか工面していた部分

を、働き方改革の名目で労働時間を削減しようと、上限規制なり何なりされることによっ

て、生活できないというような状況がもしかすると岩手県に出てきているのではないかと、

少し懸念しております。 

 先ほどトラックドライバーの話があったと思うのですけれども、トラックドライバーの

ように長時間働きながら生活するための賃金を得て、そして生活をやりくりするというよ

うな働き方のモデルが今変わりつつある中で、労働時間の規制だけをするのではなくて、

もう少し生きるために働くということを念頭に、労使で話し合う必要があるのかなと。つ

まりトップダウンで労働時間を減らせということで労働時間を減らしていくのではなくて、

働く側の事情、そして労働現場の事情を踏まえながら働き方改革というものを展開してい

かないと、働く世代にとって幸せにもならないし、経営としても、その労働意欲をかき立

てることができないというような問題が生じるのではないかと考えておりました。 

 経営合理化のための働き方改革ではなくて、きちんと労働意欲を上げるための働き方改

革というものを展開していくためには、先ほどお役所の役割は何なのだというような議論

があったと思うのですけれども、働き方改革を実施している企業にインタビュー調査とか

を継続して行っているのですけれども、県内企業においてもすごく優秀な企業というのは

幾つかある。ただ、その１企業の優良な取組に終わってしまっていて、単一企業で何かす

るということよりかは、関係会社と一緒に仕事を回していくということのほうが恐らくケ

ースとしては多いと思うのです。そのときに、働き方改革の優良企業が一緒に仕事をして

いく企業とのタイミングなり、労働時間なりというものを合わせるということがなかなか

難しいのだと。うちの会社は、働き方改革をやっているけれども、この会社は働き方改革

やっていないから、自分たちの論理を通すことができないのだという問題があるというお

話を伺いまして、これというのは例えば都市部の大企業を対象にした聞き取り調査とかで

も、働き方改革であったりとかワーク・ライフ・バランスの充実へ向けた取組をしている

企業で働いているカップルがいて、こっちの会社ではそういった取組が充実していて、こ

っちではあまり充実していないと、ワーク・ライフ・バランスを上げようという試みをし

ている企業の取組が、ワーク・ライフ・バランス満足度につながらないのだということが

言われているのです。 

 だから、これ私は政策であったりとか、とりわけ地域政策ですよね、そういったところ
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で期待するのが企業での取組を１企業の優良事業で終わらせない、つまりそういった働き

方であったりとか考え方というものを地域社会に共有させていったりとか、浸透であった

りとか、波及ですよね、そういった効果を図る上では、すごく大きな役割を担っているの

ではないかと思いました。 

 それを踏まえて、この収入であったりとか所得の面ですよね。とりわけこの年代であっ

たりとか、常用雇用の人たちがこうした問題を抱えているというのは非常に大きな問題だ

なというふうに捉えました。 

 私からは以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 概ねまとめに書かれていること自体については、異論は出ていないので、ほぼほぼこの

まとめで見ていきたいと思うのだけれども、ではどうするのですかというところで、これ

はもう最初ティー委員がおっしゃるとおり、これはもうなかなか一朝一夕に解決する問題

ではないしと、あるいはもっと構造的な要因なのかもしれなくてと言われると、確かに岩

手県だけの力でこれをどうこうというのではないけれども、県内企業さんとか、事業所の

一つ一つの何か努力、意識改革というのをどう促していくかということぐらいは、当然で

きるわけで、もちろん労働局の仕事なのかもしれないけれども、県にも商工労働観光部が

あるわけだから、あるいは労働委員会も持っていますから、そういった県レベルでこの待

遇改善なり、賃金の合理的な獲得に向けて、自由に放っておいているわけではないですよ

というメッセージも要るかなと。ここは民間の問題が多いですから、あんまり介入という

のも難しいところがあるとは思うのですけれども、でも働いている人が希望をなくしてし

まったら、さすがにこれは県民、県としては損失が大きいと思いますので、なかなかこの

2.4 という数字が上がらないし、もっと前はもっと悪かったと言えばそうかもしれないの

ですけれども、カンフル的に我々が分析した定額給付金は、１人 10 万円だから、子どもが

３人いると、御夫婦と子ども３人で 50 万円一応もらえたというか、振り込まれたという事

実がやっぱりあって、そういう一種の景気カンフル的な政策もありましたし、今回の所得

税減税も、ある意味定額でやればいいではないかという意見もあるわけですから、もし国

からお金が余ったので返すよというのは本当かどうか分からないけれども、国民に還元す

るとは言っているのだけれども、一時的にはもちろん効果はないと困るので、それだけお

金をつぎ込んだら。でも、長期的には、やっぱり岩手の現状を見ても、長もちするような

効果ではないかなという。とすると、やっぱり一時的な、ごんと上げるというか、ぼんと

たくさん渡してしまうというのも、国にやってもらえばそれはいいのだけれども、県とし

てはそれはできないですから、県としてやっぱりこういった状況を放っておくわけではな

いということを色々なところで出していただけるといいかなと思います。 

 特に子どもさんが１人のところというのは、本来であれば２人以上産みたいのに産めな

いという、育てられないという声があって、やっぱりそこはギャップがあるのだと。条件

が合えば、もうちょっと子どもが多くても何とかなるよというか、そう思いたいけれども、

今の条件ではさすがに苦しいかという人もいらっしゃるかもしれない。住宅と子育てにか

かるお金、一遍に要りますので、金利が上がると聞かれたら、おっかなくて住宅もどうし

ようかとか、子どもも教育費もやっぱりかかっているのはかかっていますものね。幾ら塾
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に行かない県だといったって、かかっているのはかかっているので、その辺をどういうふ

うに効果的に負担感を下げる。お金かかるのはやっぱりかかるので、これはしようがない

とは思うのですけれども、過剰に負担を感じてしまうというので、行動制約をしてしまう

というふうにもしつながっていくのだったら、そこは改善しないと。でも、お金を一遍に

配るというだけでは解決しないよというようなところをうまく切り抜けていくかという時

期には来ていますよね。2.4 というのは、ちょっと低いかな。３行っていないですものね。 

 どうぞ。 

 

○谷藤邦基委員 これ、もし行政が何かやるとしても短期的に解決できる問題ではなくて、

結局産業政策の話になってくるのですが、振り返ってみて高付加価値産業を集積しなけれ

ばいけないというか、つくり出さなければいけないという問題意識は、もうずっと昭和の

頃からあって、その問題意識は間違っていないと思うのです。要するに付加価値を高く生

み出せないと、給料が高くできない。さっき言ったとおり、給料というのは付加価値です

から、マクロ的には。だから、県が取り組んできた方向性というのは、私は全然間違って

いなかったと思うのです。 

 ただ、方向性はそうなのだけれども、現実にやってきたのは、例えば企業誘致でも製造

拠点の集積にとどまっていたと。それが 21 世紀初頭か、中国がＷＴＯ加盟したのをきっか

けにして、中国が本格的に国際経済に参加してきて、人件費の圧倒的な差があって、あの

当時中国と日本の人件費格差が 20 対１だとか言われて、雪崩を打って中国に製造業がシ

フトしていると。その時点まで岩手県で何で製造業が集積してくれたかというと、人件費

が安いからだったのです。要するに売り込み方の問題もあったのだけれども、岩手県に来

れば人件費安いよと呼んできているところもあった。土地代も安い。もろもろコスト安い

よということで呼んできていた。だから、製造拠点が来てくれたはいいのだけれども、岩

手県より安いところが現れたから、そっちへ行ってしまったと。要するに岩手県に来たの

と全く同じ理由で工場がいなくなっていったわけです。それが 21 世紀の頭ぐらいの話で

す。 

 ただやっぱり付加価値を高く生める産業は必要だという基本線は変わらない中で、自動

車産業と半導体関連産業、さらに最近では医療ということで柱を立ててきた。 

 取りあえず自動車に関しては、当時の関東自動車が既にあったので、あれを拡充させる

という方向だったのですが、トヨタが宮城県のセントラル自動車に拠点を作ってしまった

ので、本当は関東自工より小さい会社だったのですけれども、それを拠点にしてトヨタ自

動車東日本という形になって、金ケ崎は本当に製造拠点にとどまったまんまになってしま

っている。 

 今度半導体では、キオクシアが工場増設中ですけれども、結局主たる開発拠点は四日市

にあって、こっちは製造拠点でしかない。 

 だから、構造は変わっていないのです。要は中国に人件費で負けたという段階でも、こ

れは単純な製造拠点ではやっていけないぞと。だから、研究開発能力のあるところに来て

もらわなければいけない、あるいは研究開発拠点を誘致しておかなければいけない。一番

理想的には、本社呼んでくることなのですけれども、さすがにそれは無理であろうと。だ

から、次善の策として、研究開発拠点を呼んでこなければねということでできたのが、多
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分平成 18 年でしたか、産業成長戦略というのをつくったのは。多分その頃だったような気

がしますけれども。 

 いずれ取り組んできた方向性自体は、大きくは間違っていないと思うのです。ただ、ち

ょっともくろみが外れてきているところも結構あって、あともう一つは、そういう研究開

発拠点呼んでくるためのポイントは、人材のレベルであろうと。高度人材の養成が必要で

あると言っていたわけですけれども、例えば県立大学だってソフトウェア情報学部の卒業

生のかなりの人たちが県外へ行ってしまうわけです。要するにそういうできる人たちの受

皿がまだないのです。だから、何か長期的に考えていくとすると、そういう辺りなのだろ

うなと思っています。ただ、結局最後は民間企業の話になってしまうので、どこまで県で

できるのか。 

 ただ、そういう意味で、私今県立大学の打ち出している門前町構想、企業学群構想でし

たか、あれは県立大学つくったときからの構想として西澤先生が言っていた構想なのです。

大学の門前町構想と言っていた。あれがいよいよ実現に向かって動き出したのかなと思っ

て、ちょっと期待はしているところですけれども。 

 岩手大学は岩手大学で、昔からいろんな取組やっていらっしゃるので、ただやっている

メンバーがあまり変わっていないのはちょっと大変だなと思うところはありますが。いず

れにしても、取り組んでいる方向性は、そう大きくは間違っていないと思うので、あと何

かもう一ひねりなのですよ、多分。 

 あと、幸か不幸か、この先多分世の中相当動きます。さっき言った金利の上昇というの

は、日本だけの話ではなくて、既にアメリカは相当先行して上がっていますし、そう思う

と、経済ということに関して言うと、世界的にこの先、ちょっとしたどころではない混乱

が起きる可能性があって、そこは逆に言うと私らにとってはチャンスになる可能性がある

と。だから、世の中の動き、虚心坦懐に眺めてチャンスが来たと思ったら、即座に動ける

ぐらいの準備しておく。そのためには、シンクタンクが必要だというのは、十年一日の私

の主張なのですが、そういうことにもなってくるだろうと思います。 

 ちょっとこの場に合わない余計な話ししましたけれども、でも中長期的には大事なこと

だと思うので。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 人間働かなければいけないですから、ほとんどの人にこれは関心ある分野だと思って、

何とかやらなければいけないなと思いました。 

 では、ちょっと時間が押してきたので、新型コロナについてのお話を、資料２でこのお

話いただいて、御意見をいただく時間にしたいと思います。では、事務局、お願いします。 

 

○松舘政策企画課特命課長 それでは、本日配付しました資料のほうの資料２を御覧いた

だきたいと思います。 

 令和６年の県民意識調査におきましても、新型コロナウイルス感染症の各分野別実感へ

の影響についてお尋ねをしております。 

 資料の１ページ、２ページは、その内容をまとめたものとなりますが、先に結果を順番

に御説明してまいります。 
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 まず、３ページを御覧いただきたいと思います。字が細かい資料で大変恐縮なのですけ

れども、今年の県民意識調査の結果をお示ししております。設問につきましては、上のほ

うに書いておりますけれども、「問３―１で回答した実感に係る新型コロナウイルス感染

症のあなたへの影響について、どのように感じていますか」とお尋ねをしておりまして、

選択肢として、「良い影響を感じる」、「やや良い影響を感じる」、「どちらともいえない」、

「あまり良くない影響を感じる」、「良くない影響を感じる」、「影響を感じない」の６つ選

択肢から１つを選んでいただく形としております。 

 グラフの右に数字を記載しております。例えば①心身の健康、でいいますと、Ｒ６の「良

い影響」のところ 14.8 という数値を記載しておりますけれども、グラフで赤から紫系の色

で示しております「良い影響を感じる」と「やや良い影響を感じる」の割合の合計となり

ます。令和６年調査で「良い影響」の割合が多かったのは、グラフの上から順に、３家族

関係の 26.1％、６住まいの快適さの 20.7％、12 自然のゆたかさ 25.3％となっております。 

 また、各分野について、令和５年の調査結果と比較いたしますと、若干の増減がありま

すけれども、例えば９仕事のやりがいですと、0.6 ポイントの減少ですとか、あるいは１

心身の健康でございますと２ポイントの上昇というふうな形ですけれども、0.6％の減少

から２ポイントの上昇ということで、概ね横ばいから微増程度の動きとなっております。 

 それから、「良くない影響」ということで数字を出しております。こちらは、グラフの中

で青系の色で示している「あまり良くない影響を感じる」、あるいは「良くない影響を感じ

る」の２つの選択肢の合計となります。令和６年調査で「良くない影響」の割合が多かっ

たのは、グラフの上から順ですけれども、①心身の健康の 32.0％、①―１からだの健康の

32.4％、①―２こころの健康の 33.3％、少し飛びまして、10 必要な収入や所得の 34.5％

となっております。こちらの「良くない影響」についても令和５年の調査結果と比較しま

すと、いずれも減少しておりますけれども、減少幅が大きかったのは、２余暇の充実が

10.6 ポイントの減少、①―２こころの健康が 8.3 ポイントの減少、５子どもの教育が 7.5 ポ

イントの減少、という順になっております。 

 そして、「良くない影響」の数字の右隣には、「どちらともいえない＋影響を感じない」

ということで、グラフでは緑色の点で示しております「どちらともいえない」、それからオ

レンジ色で示している「影響を感じない」、この合計を示しております。令和６年調査でこ

の割合が多かったのは、グラフの上から順に、４子育ての 63.5％、11 歴史や文化への誇り

の 74.8％、12 自然のゆたかさの 63.7％となっております。グラフで見ますと、３家族関

係から下の 10 の分野につきましては、この割合が 50％を超えております。 

 続いて、４ページにお進みください。４ページにつきましては、先ほど３ページのグラ

フの数値のデータとなっております。こちらでは、一番右側の列に３ページにお示しして

いた「どちらともいえない＋影響を感じない」の割合の合計を記載しておりまして、それ

からその左隣のほうに「良い影響」と「良くない影響」の割合の合計を記載しております。

この右側の２列を比較しますと、心身の健康、からだの健康、こころの健康の３分野につ

いては、「良い影響」と「良くない影響」の合計のほうが「どちらともいえない＋影響を感

じない」を上回っていますが、それ以外では「どちらともいえない＋影響を感じない」の

ほうが多くなっております。 

 ５ページの表につきましては、４ページの表の実数の数値となっておりますので、後ほ
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ど御参照いただければと思います。 

 ６ページでございます。ここからは、例年と同様に３つの集計分析を行っております。

まず１つ目は、今年の県民意識調査の分野別実感につきまして、新型コロナウイルス感染

症の流行前の令和２年調査と比較しております。令和２年と令和６年の調査結果を比較し

ますと、有意に上昇した分野は３分野となっております。心身の健康、余暇の充実、自然

のゆたかさとなっております。逆に、有意に低下した分野は２分野となっておりまして、

地域社会とのつながり、必要な収入や所得となっております。 

 昨年の結果だったのですけれども、令和２年と令和５年を比較しますと、有意な変動を

していたのは地域社会とのつながりの低下と、自然のゆたかさの上昇という２分野のみで

したので、今年は有意な変動をした分野が昨年に比べまして増えております。 

 次に、７ページから 13 ページですけれども、こちらは各分野の新型コロナウイルス感染

症の影響と分野別の実感をクロス集計しているものとなります。例えば７ページの下段の

表はからだの健康の分野となりますけれども、分野別実感を縦方向に並べております。そ

して、新型コロナウイルス感染症の影響についての実感を横方向に並べております。その

上で、「良い影響を感じる」の列で、分野別実感の「感じる＋やや感じる」と答えた方と、

「あまり感じない＋感じない」と答えた方の回答数を比較しております。例えば、からだ

の健康では、「感じる＋やや感じる」が 348 ということで、「あまり感じない＋感じない」

の 49 に比べて多くなっているということになります。同じように、「良くない影響を感じ

る」の列でも分野別実感の「感じる＋やや感じる」と「あまり感じない＋感じない」の回

答数を比較しますと、「良くない影響」の場合は「感じる＋やや感じる」が 357 人、「あま

り感じない＋感じない」は 383 人ということで、「あまり感じない＋感じない」が多くなっ

ております。 

 ８ページ以降にもこころの健康以降の各分野について同様に比較して、その結果をまと

めております。 

 こちらの結果をまとめたものが、資料が行ったり来たりで恐縮ですけれども、１ページ

に戻っていただきまして、１ページの下のほう、３新型コロナウイルス感染症の影響と分

野別実感のクロス集計、と記載してあるところの表となります。こちらの分析では、例年

心身の健康を除いて、それ以外の 13 分野を見ているという形になります。その 13 分野に

ついて結果を記載しております。各分野の「良い影響を感じる」の列を見ますと、13 分野

全てで分野別実感は「感じる＋やや感じる」の割合が「あまり感じない＋感じない」より

も多いという結果でした。 

 次に、「良くない影響を感じる」の列を見ますと、「からだの健康」、「余暇の充実」など

の７分野においては、分野別実感の「あまり感じない＋感じない」の割合が「感じる＋や

や感じる」より多くなっております。残りの６分野、「こころの健康」、「家族関係」などに

ついては、逆に「感じる＋やや感じる」の割合が「あまり感じない＋感じない」よりも多

くなっており、昨年と同様に分野によって異なる結果となっております。 

 最後に、３つ目ということで、資料飛んでいただきまして、最後の 14 ページとなりま

す。こちらは、新型コロナウイルスの影響の実感の違いによる分野別実感の平均値の差を

見ております。新型コロナウイルス感染症の影響について、「どちらともいえない」と選択

した方、それから「影響を感じない」と選択した方、この２つのどちらかを選択した方々



 33 

の分野別実感の平均値をベースラインとしまして、「良い影響を感じる」と回答した方の実

感平均値、それから「良くない影響を感じる」と回答した方の実感平均値と、それぞれ比

較をしております。 

 その結果、全ての分野におきまして「良い影響を感じる」と回答した方の実感平均値は、

「どちらともいえない＋影響を感じない」と回答した方の実感平均値を有意に上回ってお

ります。これは、去年と同様の結果となっております。 

 一方、「良くない影響を感じる」と回答した方の実感平均値ですが、こちらは全ての分野

において「どちらともいえない＋影響を感じない」と回答した方の実感平均値を下回って

おりますが、有意差がありましたのは、そのうちの灰色で示している 10 分野となっており

ます。昨年は有意に低かったのは８分野でしたので、今年の結果では２分野増えていると

いう結果となっております。 

 以上が、駆け足でございましたけれども、新型コロナウイルス感染症の影響について例

年と同じような分析をした結果でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 では、ここもお気づきになった点あれば、御意見お願いいたします。 

 和川さん。 

 

○和川央副部会長 それでは、何点かお話ししたいと思うのですが、その前に１つだけ確

認事項として、そもそもここの分析がなぜ始まったのかというのは、一回共通認識という

か確認したいなと思うのですが、ここは前回の子育て分野のように我々が問題意識を持っ

てやろうというのではなくて、県のほうから要請があって、もう少しコロナについて確認

してもらえないかということで、事後的に分析が始まったところであるということです。

そうすると、何が言いたいかというと、調査設計もそれ専用につくったのではなくて、も

ともとあった調査設計を踏まえて、ここからより分かることはないのだろうかということ

で依頼があったので、設計自体はそもそもそういう設計になっていないということが１つ。 

 ２つ目として、そういった意味で我々として何か課題を解決するための分析というより

は、コロナの状況をもう少し詳しく把握をしたいという目的だったので、分析自体も突き

詰める分析というよりは、網羅的に現状を把握するという抑制的な分析になっているとい

うことを１つ確認しておこうかなと思います。 

 そういったところで、３ページ目ですか、全体の「良い」、「悪い」、「どちらともいえな

い」というところで、着実に「どちらともいえない」が増えてきている、「良くない影響」

が減ってきているということ。特に前回までは、「どちらともいえない」よりも「良くない

影響」のほうが多い分野が幾つかあって、まだやっぱり調査しなければいけないよねとい

うことだったのですが、今回は全ての分野で「どちらともいえない」と「感じない」が一

番多いと、シェアを占めているという意味では、一つ閾値を超えたタイミングなのかなと

思っております。 

 一方で、当初「良い影響」はゼロになるだろうというか、もう増えないだろうと思って

いたのですが、ここが右肩上がりで増えているのはちょっぴりなぜなのかなとは思ってお

りますが、いずれそういう現状があるかなと思います。 
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 ２つ目のコメントとしまして、６、７ページを御覧いただければと思うのですけれども、

６ページがＲ２からの比較になります。Ｒ２とＲ３の比較であれば、前年度だったので、

これを見て比較をする意味があると思うのですが、Ｒ２とＲ６を比較して、ここからコロ

ナの影響を導き出すのはほぼほぼ不可能かなと。様々な社会環境がもうこの間変化してい

ますので、そういった意味では６ページというのは、ここからコロナの影響を読み出すと

いうよりは、現状を把握するための資料というふうにとどめておくべきものかなと思いま

す。 

 今度は、７ページ目を御覧いただきますと、縦軸がコロナの影響度の実感なのですが、

「良くない影響を感じる」と言った人が左表則、分野別実態でどう感じているかというと

ころなのですが、全ての分野でコロナで、「良くない影響を感じる」と言っているのだけれ

ども、分野別実感では「感じる」とポジティブに答えている人は結構多くて、感じないと

答えている人が半数を超えているところがもうないのです。だから、コロナで影響を受け

た、悪いと言っておきながら、実際分野別実感はそれほど悪いと答えていないというのが

増えてきているという意味でも、やはりコロナの影響というのは大分緩和されてきたのか

なと感じております。 

 最後なのですけれども、一方 14 ページなのですけれども、14 ページを見ると、「良くな

い影響を感じる」という人が、「どちらともいえない」と感じている人と有意な差があるか

というと、当初は行動制限のように、コロナが収まればゼロに戻る、政策でゼロに戻ると

いう前提というか、そういう認識が、少なくとも私にはあったのですけれども、人が亡く

なったとか、コロナのせいで仕事が変わってしまったというのは、もう事実が確定してし

まったことなので、そういう人たちの「良くない影響」というのは、もう戻らない影響に

なってしまうのだろうなと思うと、ここは矢印がなくなることは多分ないのだろうなと感

じております。 

 そういった意味では、あくまでもこれまでの統計データを読み取っていくと、コロナの

影響というのは、５類になったということも踏まえて、一つ峠を越えているのかなと感じ

ました。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございます。 

 そのほかに御意見はいかがでしょうか。 

 竹村先生、何かありますか。 

 

○竹村祥子委員 和川委員のまとめを聞いていて、そうだ、そうだと思っておりました。

私も和川委員の分析に非常に同感いたしました。 

 もう一つ、自分のずっと見続けていたところからすると、家族はコロナ禍を超えて、関

係がコロナのおかげでよくなったみたいな印象というのが逆に長続きしていると思った次

第です。ここのところ、家族強しという感じがするわけですけれども、これは感想にすぎ

ません。 

 以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 
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 そのほか御意見はいかがでしょうか。 

 全体的にお話もあったとおりですけれども、コロナの影響を感じないという、３ページ

の黄色っぽいところなんかは、やっぱり年々増えている、ほぼほぼどの項目でも。ですか

ら、影響そのものをあまり受けなくて済むようになったことは、一般的には言えるかなと

いうことと、もう一つははっきりとよくない影響を感じているというところが、これはか

なり令和３年と比べても減っておりますので、やっぱり大分峠を越えてきて、コロナで直

接的にダメージを受けるとか、この１年間でですね、というのは、やはり一定程度収まっ

てきたのかなということは言っていいかなと思いました。 

 もう一方で、でもそうは言っても、この影響というのが回復できる影響と、それが特に

仕事なんかはそうなのですけれども、回復というよりも、状況変わってしまう大インパク

トがあったので、原状回復というのはあり得ないというような影響がやっぱりあるのはそ

のとおりで、もちろんいい影響があったのもそのとおりなのですけれども、現状を改善し

てしまったようなものについては、やはりよくない影響が長引くということは、数字の上

でも言えるかなというふうに私も思いました。 

 特に今この 14 ページの必要な収入や所得のところでいい影響を感じる人は 3.74 という

ふうに高いのです。でも、よくない影響を感じるというのは 1.90、半分ぐらい下がるので、

これだけポイント差が開くというのは、大体１ポイントぐらいで収まっているのですけれ

ども。だけれども、ここだけはすごく開いていることを考えると、特定の職種、あるいは

働き方の方々にとっては、やっぱり現状改変をされてしまった、仕事自体が失われたとか、

そういうことについては、やはり影響も、これを読むと、職場もなくなってしまったよう

な人たちは確かにいるのだなということですね。 

 ですから、全く今もう影響ないから何ともないですよとまでは、やはり言い切れなくて、

長期的に構造的に影響を及ぼしてしまった分野については、やはり現状でも実感が感じら

れない人たちが、仕事とか収入の実感が感じられない人がいるし、しかもその割合が結構

低い、実感力がかなり低くなってしまっていると。その意味では、大きな影響を残してし

まったのではないかというふうに私も思いました。 

 一般的には大分影響は収まってきたので、しかも法律的にも５類になったこともあり、

そんなに継続して今後もずっとやらなければいけない調査かどうかは、また議論しなけれ

ばいけませんけれども、全体的には影響力が下がっているのではないかというふうに私も

思いました。 

 そのほか、何か付け加えとかあれば伺いたいと思います。 

 谷藤委員。 

 

○谷藤邦基委員 新たに付け加えるほどの話というよりは、まとめのような発言になりま

すけれども、コロナの影響ということで言うと、まず落ち着いたと見ていいのだと思いま

す。今和川さんからもお話あったし、私も前から言っていたのは、コロナが落ち着いたと

きに元に戻るものと戻らないものがあるよということは言ってきたので、多分落ち着いた

ということの意味は、例えばコロナで悪化したものについてはそのまま、別な要因が現れ

ない限りは変わらないのだろうなと。特に収入や所得のところで、ここが去年たしか 2.0 な

のです。その前は、たしか 1.94 だったかな、それぐらいです。いずれ２以下になっている
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という辺り、ここは部会長からもお話あったけれども、例えば飲食店なんか、破綻とは違

うのだけれども、店じまいするところ結構あったりしたので、そこは店復活しても、勤め

ていた人がまた再度採用してもらえるかというのは別の話なので、そういうことで一旦そ

の方にとってのフェーズが変わって、そのまま継続しているようなパターンは多いかもし

れないですね。 

 いずれにしても、まとめですけれども、コロナは落ち着いたと思われると。変わったも

の、変わらないもの、それぞれあって、そこはしばらくこのまま、要するに次のフェーズ

に移った、コロナ後のフェーズに移ったのだなというふうに私も思います。 

 以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 大体その方向でまとめていただくことで、ほかの委員さんがよければ、コロナについて

の議論をここで終了したいと思います。 

 

 （２）その他 

○吉野英岐部会長 あと、残りちょっとなので、事務局から今後の注意事項についてお願

いします。 

 

○松舘政策企画課特命課長 それでは、次回は再来週の月曜日、６月 17 日、第４回という

ことで準備をしております。 

 第４回の部会の公開、非公開につきましても、県民意識調査の結果の公表に向けまして

調整中の段階ということで、次回も非公開の開催とさせていただきたいと思います。 

 それから、次回の資料なのですけれども、昨年と同様に今年の第１回から第３回までの

委員の皆様からいただいた御意見を基に、レポートの素案のさらに前の段階で、文章に起

こしたような状態で御準備したいと考えております。 

 事務局からは以上です。 

 

○吉野英岐部会長 ありがとうございました。 

 次回は、一週置いて６月 17 日、９時半、同じ時間。３階ということで、御確認よろしく

お願いします。 

 ほか御意見何か。 

 

○和川央副部会長 １点だけです。すぐ終わります。 

 

○吉野英岐部会長 はい、どうぞ。 

 

○和川央副部会長 意識調査自体の公表というのは、いつの御予定なのでしょうか。 

 

○吉田調査統計課主査 速報は、先週の金曜日に公表したのですけれども、報告書本体は

７月の上旬をめどに、今作業をしているというところでございます。 
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○和川央副部会長 本体前のということでの非公開なのですね。分かりました。了解です。 

 

○吉野英岐部会長 １か月後ぐらいですかね。 

 それでは、事務局にお返しします。 

 

３ 閉 会 

○菊池政策企画課評価課長 皆様、本日もどうもありがとうございました。 

 先ほど御案内がありましたけれども、次回でございますが、６月 17 日の９時 30 分から

ということで、場所が変わりまして、３階の特別ホールとなっておりますので、御留意よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして本日の部会を終了いたします。ありがとうございました。 


